
平
成
十
九
年
四
月
十
日
提
出

質
問
第
一
六
九
号

安
倍
首
相
の
「
慰
安
婦
」
問
題
に
つ
い
て
の
発
言
の
「
真
意
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

辻

元

清

美
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安
倍
首
相
の
「
慰
安
婦
」
問
題
に
つ
い
て
の
発
言
の
「
真
意
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

辻
元
清
美
提
出
の
「
安
倍
首
相
の
『
慰
安
婦
』
問
題
へ
の
認
識
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
に
対
し
、
政
府
は
二
〇
〇
七
年
三

月
一
六
日
、
「
同
日
の
調
査
結
果
の
発
表
ま
で
に
政
府
が
発
見
し
た
資
料
の
中
に
は
、
軍
や
官
憲
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
強
制
連
行

を
直
接
示
す
よ
う
な
記
述
も
見
当
た
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
」
と
答
弁
し
た
。

そ
れ
に
対
し
、
韓
国
政
府
が
遺
憾
の
意
を
示
し
、
米
国
内
で
も
主
要
紙
が
「
九
三
年
の
河
野
官
房
長
官
談
話
を
弱
め
る
も

の
」
「
民
主
主
義
大
国
の
指
導
者
と
し
て
不
名
誉
」
と
指
摘
す
る
な
ど
、
波
紋
が
広
が
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
状
況
下
の
三
月
二
六
日
、
下
村
博
文
官
房
副
長
官
が
「
直
接
、
間
接
的
に
軍
の
関
与
は
明
ら
か
で
な
か
っ
た
」
と

発
言
し
た
。
こ
の
発
言
に
対
し
て
「
慰
安
所
は
、
当
時
の
軍
当
局
の
要
請
に
よ
り
設
営
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
慰
安
所
の
設

置
、
管
理
及
び
慰
安
婦
の
移
送
に
つ
い
て
は
、
旧
日
本
軍
が
直
接
あ
る
い
は
間
接
に
こ
れ
に
関
与
し
た
。
」
と
す
る
河
野
官
房

長
官
談
話
と
矛
盾
す
る
の
で
は
、
と
い
う
懸
念
が
国
内
外
で
あ
が
っ
て
い
る
。

四
月
三
日
、
安
倍
首
相
は
ブ
ッ
シ
ュ
米
大
統
領
に
電
話
で
「
自
分
の
真
意
や
発
言
が
正
し
く
報
道
さ
れ
て
い
な
い
」
と
伝

え
、
河
野
官
房
長
官
談
話
の
踏
襲
を
あ
ら
た
め
て
伝
え
た
と
報
道
さ
れ
て
い
る
。

安
倍
首
相
の
「
い
わ
ゆ
る
狭
義
の
強
制
性
と
広
義
の
強
制
性
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
家
に
乗
り
込
ん
で
い
っ
て
強
引

一



に
連
れ
て
い
っ
た
の
か
、
ま
た
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
こ
れ
は
自
分
と
し
て
は
行
き
た
く
な
い
け
れ
ど
も
そ
う
い
う
環
境
の
中

に
あ
っ
た
、
結
果
と
し
て
そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
関
連
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
い
わ
ば
広
義
の
強
制
性

で
は
な
い
か
」
（
衆
議
院
予
算
委
員
会
、
二
〇
〇
六
年
一
〇
月
六
日
）
と
い
う
答
弁
が
米
国
世
論
に
与
え
た
衝
撃
は
大
き
い
。

安
倍
首
相
の
訪
米
に
、
日
本
の
み
な
ら
ず
世
界
中
が
注
目
し
て
い
る
い
ま
、
ア
ジ
ア
、
米
国
世
論
に
向
け
て
安
倍
首
相
の
「
真

意
」
を
誠
実
に
伝
え
る
こ
と
は
急
務
で
あ
る
。

従
っ
て
、
以
下
、
質
問
す
る
。

一

《
下
村
官
房
副
長
官
の
発
言
》
に
つ
い
て

�

「
直
接
、
間
接
的
に
軍
の
関
与
は
な
か
っ
た
」
と
す
る
下
村
官
房
副
長
官
の
発
言
は
、
政
府
の
公
式
見
解
か
。
ま
た
、

一
九
九
七
年
の
平
林
博
内
閣
外
政
審
議
室
長
の
国
会
答
弁
に
お
け
る
ど
の
部
分
を
根
拠
と
し
て
い
る
の
か
。

�

「
直
接
、
間
接
的
に
軍
の
関
与
は
な
か
っ
た
」
と
す
る
下
村
官
房
副
長
官
の
発
言
は
、
河
野
官
房
長
官
談
話
の
ど
の
箇

所
を
踏
襲
し
た
も
の
か
。
安
倍
首
相
の
認
識
を
示
さ
れ
た
い
。

�

「
当
初
、
定
義
さ
れ
て
い
た
強
制
性
を
裏
付
け
る
も
の
は
な
か
っ
た
。
そ
の
証
拠
は
な
か
っ
た
の
は
事
実
で
は
な
い
か

と
思
う
。
」
と
い
う
三
月
一
日
の
安
倍
首
相
の
発
言
は
、
河
野
官
房
長
官
談
話
の
ど
の
箇
所
を
踏
襲
し
た
も
の
か
。
安
倍

二



首
相
の
真
意
を
示
さ
れ
た
い
。

�

「
直
接
、
間
接
的
に
軍
の
関
与
は
な
か
っ
た
」
と
す
る
下
村
官
房
副
長
官
の
発
言
は
、
「
当
初
、
定
義
さ
れ
て
い
た
強

制
性
を
裏
付
け
る
も
の
は
な
か
っ
た
。
そ
の
証
拠
は
な
か
っ
た
の
は
事
実
で
は
な
い
か
と
思
う
。
」
と
い
う
安
倍
首
相
の

発
言
の
真
意
を
正
し
く
伝
え
て
い
る
か
。
安
倍
首
相
の
認
識
を
示
さ
れ
た
い
。

二

《
安
倍
首
相
の
予
算
委
員
会
答
弁
》
に
つ
い
て

�

安
倍
首
相
の
い
う
「
狭
義
の
強
制
性
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
定
義
に
よ
る
も
の
か
。
「
家
に
乗
り
込
ん
で
い
っ
て
強
引

に
連
れ
て
い
っ
た
」
以
外
に
ど
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
が
あ
る
の
か
。
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

�

安
倍
首
相
の
い
う
「
狭
義
の
強
制
性
」
以
外
は
、
す
べ
て
「
広
義
の
強
制
性
」
に
な
る
の
か
。
安
倍
首
相
の
見
解
を
示

さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


